
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５神第２１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年１月２２日 １２時１７分ごろ（現地時刻） 

発生場所 ベトナム社会主義共和国サイゴン港 

 （概位 北緯１０°４５.９６′ 東経１０６°４２.６４′） 

事故等調査の経過  平成２７年３月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 旅客船 にっぽん丸、２２,４７２トン 

   １３１９９２、商船三井客船株式会社 

Ｂ レストラン船 （船名不詳）、不詳 

   不詳、不詳 

Ｃ レストラン船 （船名不詳）、不詳 

   不詳、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級海技士（航海） 

  水先人Ａ（ベトナム社会主義共和国籍）、免状不詳 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首屋根の木製支柱が折損 

Ｃ 右舷船首木製ブルワークが破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１９２人が乗り組み、旅客３３９人を乗せ、水先

人Ａが水先を行い、サイゴン港Ｍ－２岸壁（以下「本件岸壁」とい

う。）に入船左舷着けの係留状態で右舷船首及び右舷船尾にタグボート

各１隻を配置してタグラインをとり、平成２７年１月２２日１２時 

１０分（現地時刻、以下同じ。）ごろ、マレーシアコタキナバル港に

向けて離岸を開始した。 

Ａ船は、船首尾のタグボートを横方向に引かせ、本件岸壁から約 

２０ｍ離れたのち、右回頭を始めて本件岸壁に対して約２０°回頭し

たところで、船尾のタグラインを放した。 

 Ａ船は、引き続き、船首のタグボートを横方向に引かせて本件岸壁

に対して約６０°回頭した頃、船尾が本件岸壁から約６０ｍ離れて船

首方の対岸まで約７０ｍとなった。 

Ａ船は、両舷の機関を全速力後進にかけ、船首のタグボートを正横

より船尾側に引かせ続けたところ、後進行きあしとなり、本件岸壁に

係留中のＢ船に接舷していたＣ船に接近した。 

船長Ａは、水先人Ａに、機関を停止して、船尾のタグボートを引か



せるよう伝えたが、返事がなく、不安になり、機関を微速力前進にか

けたのち、左舷機を全速力前進、右舷機を全速力後進、右舵一杯、バ

ウスラスタを右（船首を右に回頭させる操作）一杯としたが、１２時

１７分ごろ、Ａ船の右舷船尾部がＣ船の右舷船首部に衝突した。 

Ｂ船は、本件岸壁に左舷着けで係留中、Ａ船がＣ船に衝突するとと

もにＣ船がＢ船に接触した。 

Ｃ船は、左舷側をＢ船に接舷して係留中、Ａ船が接近して衝突し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時、河川流速 約１.０～１.５ノット 

 その他の事項  本事故発生場所の川幅は約２７０ｍで、可航水域が約２１０ｍであ

り、Ａ船の全長は１６６.６５ｍであった。 

 Ａ船は、Ｂ船及びＣ船の上流約１５ｍの位置に係留していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船は、サイゴン港の本件岸壁において離岸作業中、水先人Ａが、

入船左舷着けの態勢から右回頭して出港する際、船首方の対岸への接

近を回避するために機関を全速力後進にかけたのち、後進行きあしを

減じなかったことから、船長が機関、舵及びバウスラスタを使用して

本件岸壁に係留中のＣ船との衝突を避けようとしたものの、Ｃ船に衝

突したものと考えられる。 

 水先人Ａが、後進行きあしを減じなかったのは、後進行きあしとな

ってＣ船に接近していることに気付かなかった可能性があると考えら

れるが、水先人Ａから情報が得られなかったので、その状況を明らか

にすることはできなかった。 

 Ｂ船及びＣ船は、サイゴン港の本件岸壁において、Ｂ船が左舷着け

で係留し、その右舷側にＣ船が左舷着けで係留中、Ａ船がＣ船に接近

して衝突し、Ｃ船がＢ船に接触したものと考えられる。 

原因  本事故は、サイゴン港において、Ａ船が離岸作業中、水先人Ａが、

入船左舷着けの態勢から右回頭して出港する際、船首方の対岸への接

近を回避するために機関を全速力後進にかけたのち、後進行きあしを

減じなかったため、係留中のＣ船に衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・可航水域が限られた場所で、回頭する際、過大な行きあしとなら

ないよう、タグボート及びバウスラスタを適宜使用して、全速力

後進など、過大な出力で機関を使用しないこと。 
 


